
管

理

規

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
三
号 

 
埼
玉
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
院
内
保
育
施
設
管
理
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
三
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 

 
 

 

埼
玉
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
院
内
保
育
施
設
管
理
規
程
を
廃
止
す
る
規
程 

埼
玉
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
院
内
保
育
施
設
管
理
規
程
（
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理

規
程
第
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


